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凡　例

1.新居関跡の名称について

　特別史跡新居関跡の名称について以下のとおりとする。

特別史跡新居関跡：史跡としての正式名称および史跡として指定された範囲

新居関跡：大正 10 年（1921）の史蹟指定後から現在に至るまでの名称

新居関所：慶長５年（1600）の関所設置後から大正 10 年に史蹟指定を受けるまでの名称

2. 建物の名称について

　関所機能時に構内に存在した建物についての表記は、以下の表のとおりとする。

表　建物名称一覧
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